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宮城県看護協会たばこ対策の経過

１．「日本看護協会看護職のたばこ対策」・
「みやぎ２１健康プラン」に連動して看護職のたばこ対策を開始

２．禁煙啓発・推進（研修・広報等）

３．看護職の喫煙実態調査
２００３年、２００４年、２００５年、２００９年、２０１５年

４．受動喫煙防止宣言施設に登録



人々の健康を守る
看護職！

自分の健康も考えて！
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ことがなくなりました。

百害あって一利
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看護職とたばこ実態調査から

１．看護職の喫煙の実態・特徴
１）看護職の喫煙率は国民の喫煙率を上回っていた。
２）看護職の習慣的喫煙開始年齢を考慮すると２０歳の

禁煙治療の推奨が必要
２．喫煙する看護職の傾向

１）夜勤をしている看護職が有意に喫煙している
２）二交代夜勤（夜勤時間が長い）群が有意に喫煙
３）看護職の職能によっても異なる（准看護師が有意に喫煙）
４）家族内に喫煙者いるほうが有意に喫煙

３．喫煙場所
自宅、通勤途上、飲食店、職場



今後に向けて

１．すべての看護職がたばこが健康に及ぼす影響について正しい
知識を身につけ、看護職の喫煙ゼロにすることを目指す。

２．ニコチン依存者には適切な禁煙治療・禁煙支援の必要性を
啓発・推進する。

３．他団体との共同で看護学生の喫煙防止教育のさらなる推進に
取り組む。

４．病院・診療所・高齢者施設、公共施設などの禁煙対策の遵守
と１６時間以上の夜勤時間の短縮を実現する。

５．タバコのない社会に向け、各職能が多職種と連携して喫煙率
の低下を推進する。
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